
　　　　　　　　　　　　法第６条第２項第１号に規定する郵便局及び法第６条第２項第２号に規定する会社の営業所の名称及び所在地等

変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地 過疎地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
業務

(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

変更前 営業所 518430 百島簡易郵便局 ○ 広島県尾道市百島町１５４－１ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 837270 下矢作簡易郵便局 ○ 岩手県陸前高田市矢作町片地家１－１ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 238300 富士神谷簡易郵便局 ○ 静岡県富士市増川新町３４ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 238300 富士神谷簡易郵便局 ○ 静岡県富士市増川新町３４ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 238920 浜松志都呂簡易郵便局 ○ 静岡県浜松市中央区志都呂町１１５７－３ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 238920 浜松志都呂簡易郵便局 ○ 静岡県浜松市中央区志都呂町１１５７－３ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 248410 下蛭川簡易郵便局 ○ 岐阜県中津川市蛭川６２６２ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 327560 矢木簡易郵便局 ○ 富山県砺波市矢木１９７－２ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 527660 境港外江東簡易郵便局 ○ 鳥取県境港市外江町１５９４ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 郵便局 527660 境港外江東簡易郵便局 ○ 鳥取県境港市外江町１７６５－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 528060 日光簡易郵便局 ○ 鳥取県西伯郡伯耆町大瀧２８５ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 528060 日光簡易郵便局 ○ 鳥取県西伯郡伯耆町大瀧２８５ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 768530 的山簡易郵便局 ○ 長崎県平戸市大島村的山川内４０９－４ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 768530 的山簡易郵便局 ○ 長崎県平戸市大島村的山川内４０９－４ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 011190 福生郵便局 - 東京都福生市本町７７－２ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 011190 福生郵便局 - 東京都福生市本町７７－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

R7.9.1 業務変更

R7.9.1 業務変更

R7.9.1 契約締結

R7.9.1 移転・業務変更

R7.9.1 業務変更

R7.9.1 契約締結

R7.7.30 契約解除

R7.9.1 業務変更

R7.8.25 契約解除

R7.9.8 移転

別紙



　　　　　　　　　　　　法第６条第２項第１号に規定する郵便局及び法第６条第２項第２号に規定する会社の営業所の名称及び所在地等

変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地 過疎地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
業務

(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

別紙

変更前 郵便局 550820 下関福浦郵便局 - 山口県下関市彦島江の浦町２－２２－３２ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 787120 中小路簡易郵便局 ○ 鹿児島県指宿市十二町２０７６－１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 013380 新小岩駅前郵便局 - 東京都葛飾区新小岩１－４８－１３ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 013380 新小岩駅前郵便局 - 東京都葛飾区新小岩１－４４－２ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 237160 富士宮万野簡易郵便局 ○ 静岡県富士宮市万野原新田３０３２－９ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 237160 富士宮万野簡易郵便局 ○ 静岡県富士宮市万野原新田３３６４－９ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 営業所 537030 北仙道簡易郵便局 ○ 島根県益田市大草町１０８５－９ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 116560 秋和簡易郵便局 ○ 長野県上田市秋和５３８－２ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 117140 赤沼簡易郵便局 ○ 長野県長野市赤沼１７０１－６ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 527760 古郡家簡易郵便局 ○ 鳥取県鳥取市古郡家１０２－１ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 727360 高畑簡易郵便局 ○ 大分県豊後大野市千歳町高畑４６－１ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 748050 横武簡易郵便局 ○ 福岡県豊前市薬師寺７０－３ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

R7.9.30 契約解除

R7.9.30 契約解除

R7.9.30 契約解除

R7.9.30 契約解除

R7.9.30 契約解除

R7.9.16 移転

R7.9.29 契約解除

R7.9.16 移転

R7.9.13 廃止

R7.9.13 契約解除



　　　　　　　　　　　　法第６条第２項第１号に規定する郵便局及び法第６条第２項第２号に規定する会社の営業所の名称及び所在地等

変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地 過疎地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
業務

(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

別紙

変更前 営業所 767770 久木山簡易郵便局 ○ 長崎県南島原市口之津町甲３１４４ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 777160 千栗簡易郵便局 ○ 佐賀県三養基郡みやき町白壁２３３１－７ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 827910 森戸簡易郵便局 ○ 福島県南会津郡南会津町森戸１７７ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 867540 南鷹巣簡易郵便局 ○ 秋田県北秋田市鷹巣平崎上岱１３－９７ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

    「関連保険会社」を記入すること。その他届出時の状況に応じて備考欄に記入すること。

R7.9.30 契約解除

R7.9.30 契約解除

R7.9.30 契約解除

R7.9.30 契約解除

注１　郵便局及び会社の営業所の別に整理すること。
　２　当該郵便局又は当該営業所が簡易郵便局である場合は、「簡易郵便局」の欄に「○」を記入すること。
　３　所在地が第四条第五項に規定する過疎地に該当するときは、「過疎地」の欄に「○」を記入すること。
　４　(1)から(5)までについては、実施する業務には「○」、実施しない業務には「×」を各該当欄に記入すること。
　５　当該郵便局又は当該営業所に関連銀行又は関連保険会社の営業所が併設されている場合は、併設されている営業所に応じて、「関連銀行又は関連保険会社の営業所」の欄に「関連銀行」又は


